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地域医療連携推進法人制度の概要 

 

１ 趣旨等 

○地域医療構想を達成するための選択肢の一つとして、平成29年に国において創

設された認定制度であり、良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、複数

の医療機関等の協調による機能分担や業務連携を進めるもの。 

○病院等に係る業務の連携を推進するための方針(医療連携推進方針)を定め、医

療連携推進業務を行う一般社団法人のうち、医療法に定める基準を満たすもの

を、都道府県知事が認定する。 

《法人組織・県の関わり等のイメージ》 
 

一般社団法人 －認定後→ 地域医療連携推進法人 

 

 

 

 

 

 

２ 制度上のメリット 

病床融通 参加法人間では、病床過剰地域でも病床融通が可能 

資金貸付 地域医療連携推進法人から参加法人への資金貸付が可能 

出 資 介護サービス等を行う事業者への出資が可能 

 

３ 連携業務の例 

○医療従事者の共同研修（医療の質の向上） 

○医薬品・医療機器等の共同購入（経営効率の向上） 

○医師等医療従事者の再配置（法人内の病院間での適正配置） 

○患者紹介の円滑化（カルテの統一化、重複検査の防止） 
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４ 設立までの手続きの流れ 

認定基準への適合等の審査 協議・意見聴取 

⓪都道府県の事前確認 
  (医療連携推進方針、定款、認定申請書) 

地域医療構想調整会議での協議※ 

①一般社団法人の設立 

②都道府県知事への認定申請 
都道府県医療審議会の意見聴取 

③都道府県知事の認定・公示 

  (＝地域医療連携推進法人の設立) 
 

 

※厚生労働省医政局長通知 

 都道府県知事は、医療連携推進認定をするに当たっては、当該都道府県の医

療計画において定める地域医療構想との整合性に配慮するとともに、あらかじ

め、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならないこと。 

 なお、当該一般社団法人は、あらかじめ、医療連携推進方針について、地域

の医療関係者へ情報提供するとともに、地域医療連携推進法人は地域医療構想

を達成するための一つの選択肢であることを踏まえ、予定する医療連携推進区

域が属する構想区域における地域医療構想調整会議において説明し、理解を得

ておくことが望ましいこと。 


